
議提第６号 

 

デーノタメ遺跡国指定史跡決定後の保存活用に関する決議 

 

 

会議規則第１４条の規定により、デーノタメ遺跡国指定史跡決定後の保存活用に

関する決議を次のとおり提出する。 
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 北本市議会議長 滝 瀬 光 一 様 

  



 

デーノタメ遺跡国指定史跡決定後の保存活用に関する決議 

 

この度、デーノタメ遺跡の国指定史跡化に向け、京都に移転した文化庁への意見具

申のための出張旅費が補正予算で計上された。最短で令和６年１０月に国指定史跡

決定となり、決定後にはデーノタメ遺跡保存活用計画が策定される予定である。 

保存活用にあたっては、用地取得、施設整備及び維持管理に係る費用に多額の税金

が投入されることから、下記の事項について対応するよう強く求める。 

 

記 

 

１ 当該用地取得には市民の税金から２割、ガイダンス施設や公園整備などには５

割の負担が生じることとなる。また、整備後の運営及び維持管理には全額市民の税

金を投入することになることから、費用対効果を十分に勘案した上で計画策定を

行うこと。 

２ 遺跡保存活用に係る費用負担を含め、広く市民の意見を聞く機会を設けて意見

を反映するとともに、市民の気運の醸成を図るための取組を行うこと。 

 

以上、決議する。 

 

  令和５年６月２８日 

 

                          北 本 市 議 会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


